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９ 青森県福祉サービス第三者評価推進委員会委員の報酬及び費用弁償に関する要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会（以下「推進委員会」

という。）に所属する委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（報酬） 

第２条 報酬は、推進委員会委員が次の各号の業務に従事した場合に支給するものと

し、その額は、日額９，８００円とする。 

 (１) 推進委員会の業務に従事したとき 

 (２) 福祉サービス第三者評価認証等委員会の業務に従事したとき 

 (３) 福祉サービス第三者評価基準等委員会の業務に従事したとき 

 

（費用弁償） 

第３条 費用の弁償は、委員が職務のため旅行する場合の旅費とする。 

２ 旅費の額は、職員等の旅費に関する条例（昭和２７年９月２日青森県条例第４５

号）の定めに準じるものとする。 

 

（委任） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、推進委員会委員長が別に定め

る。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 


